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令和７年度宅地建物取引士資格試験実施結果
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　(一財)不動産適正取引推進機構は、令和７年度「宅地建物取引士資格試験」の合格者を１１月

２６日（水）に発表しました。

　受験者数は、全国で２４万５，４６２名（うち、登録講習修了者は、５万９２０名）で受験率

は８０．２％（うち、登録講習修了者は、８９．５％）でした。

　合否判定基準は、５０問中３３問以上正解した者（登録講習修了者は４５問中２８問以上正解

した者）とされ、合格率は１８．７％（うち、登録講習修了者は、２４．２％）、合格者数は４万５，

８２１名（うち、登録講習修了者は、１万２，３１６名）でした。

　合格者の概要は、男性が２万８，３３１名(合

格率１８．１％ )、女性が１万７，４９０名(合

格率１９．６％)で、岐阜県の合格者数は、４０

８名（合格率１７．８％）でした。

＜正解番号＞

問１③　問２③　問３③　問４④　問５④

問６①　問７①　問８②　問９①　問10③

問11③　問12③　問13③　問14①　問15④

問16④　問17②　問18②　問19②　問20④

問21④　問22④　問23①　問24②　問25①

問26④　問27①　問28②　問29②　問30③

問31④　問32②　問33③　問34③　問35①

問36④　問37④　問38③　問39④　問40③

問41①　問42②　問43④　問44②　問45④

問46②　問47③　問48②　問49①　問50①

令和７年度「宅地建物取引士資格試験」合格発表
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　国土交通省を通じ、全宅連に対して、法務省より借地借家法の更新拒絶等要件に関する調査研究につい

て周知の依頼がありましたのでお知らせします。

　「借地借家法の更新拒絶等要件に関する調査研究は、建物賃貸借契約の更新拒絶の通知及び解約申入

れの要件とされている「正当の事由」（借地借家法第２８条）について、令和元年から令和６年までの

間の裁判例を収集し、特に老朽化等を理由とする建替えの必要性が争点となった事案を中心に、裁判

例において考慮されている要素を分析したものです。

　報告書では、建物の耐震性能が「正当の事由」の有無を判断するための重要な考慮要素の一つとなっ

ていることも含めて、近時の裁判例の傾向が指摘されております。

○　報告書掲載ページ（法務省ホームページ）
　　　https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00380.html

【報告書の概要】

借地借家法の更新拒絶等要件に関する調査研究の
調査報告書の公表について【国土交通省】

借地借家法の更新拒絶等要件に関する調査研究報告書について 令和７年10月
法務省民事局

調査の内容

考慮要素の分析結果

個別具体的な事案に即した総合考慮により結論の妥当性を確保

借地借家法第２８条の正当事由について

賃貸人側の事情 賃借人側の事情

補完的要素

・研究者の監修の下、令和年間（令和元年～令和

６年）の借家関係の裁判例137件を調査、「正当

事由」について分析

・「建替えの必要性」に着目

・更新拒絶、解約申入れには「正当事由」が必要

・賃貸人・賃借人双方の使用の必要性を中心に、

従前の経過、利用状況、現況、立退料の支払い

等も考慮

Ø建替えの必要性

○老朽化を争点とする事件で正当事由を認める裁判例の増加

　・約５５％（平成１６年）→約７１％

○建物の耐震性能は正当事由の重要な考慮要素

　・背景として、耐震性に対する社会的関心の高まり

　・建物の倒壊により周囲に危険が及ぶおそれを考慮

　・建替えと耐震補強工事のいずれが経済的に合理的かを考慮

　※ただし、建替えの必要性だけで結論が決まるわけではない

Ø有効活用の観点

○現在有効に活用されていない場合は積極的要素となる傾向

Ø明渡し後の具体的計画の有無

○計画の具体性、使途、他の賃借人の退去の状況

　※ただし、他の賃借人がいない状況さえ作ればよいわけではない

Ø建物の使用期間
○居住期間が長いことが消極的要素となり

　得る

Ø物件の代替可能性（賃借人が使用する必要性）

○賃借人が高齢であり、通院、引っ越し等

　に支障があること等が考慮され得る

⇒ただし、いずれも立退料の支払による補完

　が可能なケースも

Ø立退料

○双方の事情を考慮した上で、金額により調整

➡➡

➡➡
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　令和７年５月３０日に、下記１．のとおり森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律（以
下「法」という。）が公布され、令和８年４月１日に施行されます。これに伴い、森林経営管理法
及び森林法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令において、宅地建物
取引業法施行令について下記２．のように改正を行い、法の施行と同日の令和８年４月１日に施
行されますのでお知らせします。
　なお、本改正に伴う全宅連策定「重要事項説明書式」の変更は予定されていません。

１．改正森林法の内容（宅地建物取引業法施行令関係）
　法による改正後の森林法第１０条の１１の９の規定により、森林所有者等及び施設所有者
等は、市町村の長の認可を受けて、森林施業の実施のために必要な施設の設置又は維持運営
に関する事項（施業施設協定の目的となる森林の区域及びその面積並びに施業施設の位置、
施業施設の設置又は維持運営に関する事項、施業施設協定の有効期間、施業施設協定に違反
した場合の措置）を定めることができることとする協定（施業施設協定）を締結できること
とされた。

２．宅地建物取引業法施行令の改正点
　宅地建物取引業法第３５条第１項第２号においては、宅地又は建物の使用等について法令
上の制限がある場合に、購入者等が不測の損害を被ることを防止するため、宅地建物取引業
者に宅地建物取引業法施行令第３条各項で定める法令に基づく制限を重要事項として説明す
るよう義務付けている。
　法による改正後の森林法第１０条の１１の９第３項の規定により読み替えて準用する同法
第１０条の１１の６において、施業施設協定は、その協定の公示等のあった後において、当
該協定に係る施設等の所有者等となった者に対しても効力があるとする規定が設けられたと
ころ、協定期間内は建物等の利用等が制限されることを踏まえ、当該条項を宅地建物取引業
法施行令第３条第１項に定める法令に基づく制限に追加する改正を行った。

宅地建物取引業法施行令の一部改正について
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　着工戸数の季節調整済年率換算値は、同
2.4％増の72万8千戸となり、先月の減少から
再び増加となりました。
　持ち家では、公的資金分が同4.4％増の
1,626戸と2カ月連続の増加となったものの、
民間資金分が同6.5％減の1万6,647戸と6カ月

連続の減少となったため、全体でも減少とな
りました。
　貸家では、公的資金分が同26.8％増の
2,765戸と4カ月連続の増加となったものの、
民間資金分が同10.8％減の2万5,729戸と6カ
月連続の減少となったため、全体でも減少と

9月新設住宅着工9月新設住宅着工
　国土交通省がまとめた9月の新設住宅着工戸数は、持ち家が前年同月比5.6％減の1万8,273戸
と6カ月連続の減少、貸家が同8.2％減の2万8,494戸と6カ月連続の減少、分譲住宅でも同8.3％
減の1万6,428戸と6カ月連続の減少となったため、9月の新設住宅着工戸数全体では、同7.3％減
の6万3,570戸と6カ月連続の減少となり、着工床面積でも、同6.5％減の488万4千㎡と6カ月連
続の減少となりました。

蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆

蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆
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なりました。
　分譲住宅では、マンションが同20.0％減の
6,121戸と6カ月連続の減少、戸建て住宅でも
同0.4％減の1万70戸と6カ月連続の減少と
なったため、全体でも減少となりました。
　岐阜県の利用関係別着工戸数をみると、分
譲住宅が同8.8％増の99戸と2カ月連続の増加
となったものの、持ち家が同11.8％減の343
戸と5カ月連続の減少、貸家でも同14.6％減
の135戸と3カ月連続の減少となったため、岐
阜県全体では、同9.7％減の578戸と6カ月連
続の減少となりました。
　三大都市圏をみると、首都圏では、持ち家
が同0.9％減の4,008戸、貸家が同8.1％減の1
万1,764戸、分譲住宅でも同11.9％ 減の
7,164戸と全利用関係別で減少となったた
め、首都圏全体では同8.1％減の2万3,009戸
となりました。
　中部圏では、分譲住宅が同1.4％増の1,827
戸と増加となったものの、持ち家が同5.9％減
の2,665戸、貸家でも同2.7％減の2,423戸と
減少となったため、中部圏全体では同3.0％減
の6,924戸となりました。
　近畿圏では、持ち家が同4.5％減の2,593
戸、貸家が同5.3％減の5,464戸、分譲住宅で

も同25.5％減の2,800戸と全利用関係別で減
少となったため、近畿圏全体では同11.3％減
の1万873戸となりました。
　建築工法別では、戸建て系商品を中心とす
るプレハブの分譲住宅が同58.9％増の534戸
と増加となったものの、持ち家が同7.1％減の
2,007戸、貸家でも同0.4％減の5,112戸と減
少となったため、全体では、同0.4％減の
7,671戸と6カ月連続の減少となりました。
　2×4では、持ち家が同1.8％減の2,709戸、
分譲住宅でも同7.1％減の605戸と減少となっ
たものの、貸家が同5.2％増の5,706戸と増加
となったため、全体では、同2.1％増の9,033
戸と6カ月ぶりの増加となりました。

information インフォメーション

｢登録実務講習｣実施機関のお知らせ
◎「登録実務講習（２年以上の実務経験を満たすための講習）」とは

　宅地建物取引士資格試験の合格者が、都道府県知事の資格登録を受けるためには、登録申請時ま

でに宅地建物の取引に関する実務経験が２年以上必要となります。

　実務経験が２年に満たない方は、宅地建物取引業法施行規則第１３条の１６第１号に基づき、国

土交通大臣の登録を受けた講習実施機関が行う「登録実務講習」を修了することにより「２年以上の

実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、宅地建物取引業法第１８条第１項

に規定する宅地建物取引士資格の登録要件を満たすことができます。

　実務経験のある方の実務経験期間算定等については、試験受験地である都道府県庁の担当窓口に

ご確認ください。

☆「実施機関」等

　国土交通省の登録を受けた「登録実務講習」の実施機関は、国土交通省ホームページ内「登録実務
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講習実施機関一覧」（https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000068.html）

において随時お知らせされます。令和７年６月２５日現在、全国で２０機関ありますが、講習の受講

申込期間、実施日時、受講料等はそれぞれの講習実施機関によって異なりますので、詳細は各講習実

施機関にお問い合わせください。

「 県 有 地 処 分 情 報 」の お 知 ら せ

　岐阜県より「県有地処分の媒介に関する協定」に基づき、県有地処分の媒介依頼がありましたの

でお知らせします。

　自己の顧客に購入希望者がある会員の方は、岐阜県総務部管財課財産活用係までご連絡くださ

い。会員の媒介により売買契約が成立し、代金が全額納入され、所有権移転登記が完了した場合に、

県から協定に定める媒介報酬が支払われます。

　なお、物件の詳細等につきましては、岐阜県ホームページ（https://www.pref.gifu.lg.jp/page/

16710.html）で確認いただけます。

【媒介報酬の算定基準】

　県有地の売却価格を下表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表の右欄に掲

げた割合を乗じて得た金額を合計した金額（千円未満の端数切り捨て。）

※　消費税及び地方消費税の課税業者にあっては、消費税額及び地方消費税を加算するものと
し、免税業者にあっては、当該媒介における仕入れに係る消費税額及び地方消費税額の合計
額に相当する額を加算するものとする。
※　購入者に媒介報酬の請求はできません。

〇　売却方法の概要
　県があらかじめ最低売却価格その他の契約条件を公表し、購入申込を受け付け、申込先着順
で申込資格の確認ができた受付順位の最も高い方に県有財産が売却されます。

〇　媒介依頼対象物件

所　　在　　地 地目番号 最低売却価格（円） 備考実測面積（㎡）

宅　地

宅　地

宅　地

宅　地

１

２

３

４

海津市海津町高須町字下町788-2

美濃市字小倉山1589-1

高山市曙町4-2

高山市曙町4-17-1

471.21

460.63

224.97

229.69

更地

更地

更地

更地

6,300,000

3,700,000

2,000,000

2,400,000

※　媒介依頼期限　令和８年６月３０日まで

【手続き・物件の詳細等の問い合わせ先】
　 岐阜県総務部管財課　ＴＥＬ　０５８－２７２－１１３７（直通）

　　　　　　　区　　　分

５千万円以下の金額

５千万円を超えて１０億円以下の金額

１０億円を超える金額

割　合

３．０％

２．５％

２．０％
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事例

　買主Ｘと売主Ｙは、平成２８年２月、土地建物を代金１０００万円で、売買契約を交わした。

　本件建物は、昭和４３年当時建てられており、周辺一帯は古くから住む人、従って高齢者が多

くを占めている。

　本件建物は、かつて、甲が所有・居住していたが、平成１７年６月、建物内で首つり自殺をした。

　その後、本件不動産は、甲の相続人から乙に売り渡され、続いて乙から丙に渡ったが、丙が倒

産して、平成２６年８月、競売手続が開始となり、Ｙが競落していた。

　Ｘと、Ｘから仲介を頼まれた不動産業者Ｚは、近隣住人の話を聞き本件建物内で首つり自殺が

あったことを知ったが、１０年以上も経過していたことから、Ｙには告げなかった。

　Ｘは、本件不動産を取得後、程なくして、住人から首つり自殺の話を聞かされ、こんな具合で

は住めない、分かっていたなら契約をしなかったとして、本件売買契約を解除した。

　そして、Ｘは、ＹとＺに対し、債務不履行を理由に売買代金返還および損害賠償請求の訴えを起

こした。

判断のポイント

１．　本事案での自殺は、１０年以上も前のことであり、代替わりもしているから、ロンダリン

グされているといえるか。

２．　自殺についても、その評価は、手段方法があり、地域の特性、風評の有無、建物の使用目

的などによっても扱いが違ってくる。

　　本事案では、何を重視すべきであったか。

３．　ＹとＺには、告知義務違反があったことになるか。

顧問弁護士 浦 田 益 之

善良な管理者の注意

第31回 Learn through Legal thinking
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不動産取引
判例集

不動産取引
判例集

不動産取引
判例集

判例集

【事案の概要】　　　

　Ｘ（原告）は、本件管理組合の理事長であり、管理規約で、区分所有法に定める管理者となるこ

とが定められている。

　Ｙ（被告）は、不動産の売買・賃貸管理及びその仲介等を目的とする株式会社であり、本件マンショ

ンの一室（本件建物）を平成27年７月24日から所有している。

　Ｘは、Ｙに対して、平成27年12月及び平成28年１月に書面を送付し、大きなスーツケースを携

行した旅行者とみられる訪問者が本件建物に出入りしていることについて、旅館業法及び管理規約

に違反する使用をしていることが疑われるとして、使用実態について回答を求め、これに対してＹ

は、Ｘ指摘の訪問者（本件訪問者）は、Ｙの友人である旨を回答した。

　なお、本件管理組合の管理規約22条には「住宅部分の組合員は、その専用部分を住居、事務所

目的以外の店舗又は飲食店等（レストラン、スナックバー、バー、喫茶店、クラブその他これに類

する深夜営業を行なうものを含む）に使用することはできない。」との定めがあり、平成28年３月

18日開催の管理組合臨時総会で、「いわゆる民泊又はこれに類する一切の行為に使用することはで

きない」という定めが追加され、同日から施行された。

　しかし、その後も旅行者とみられる者の出入りは続き、Ｘは度々Ｙに対して、民泊行為の中止を

申し入れたが、Ｙの利用状況に変化がなかったため、平成29年６月、管理組合総会において、Ｙに

対し、本件建物を実質的な宿泊施設として使用することの禁止及び弁護士費用の支払を求める訴訟

を提起することの決議を行い、本件訴訟を提起した。

　一審裁判所は、Ｘ請求の宿泊営業の使用禁止及び弁護士費用30万円を認容した。

　Ｙはこれを不服として、一審認定の本件建物に宿泊した人数や日数を認定する根拠証拠が不明で

あり信用性がないなどとして、Ｙの敗訴部分取り消しを求める控訴をした。

【判決の要旨】

　裁判所は、次の通り判示し、原審同様、Ⅹの主張を認め、Ｙの控訴を棄却した。

　(1)  Ｙが本件建物で民泊営業を行っているかについて

　防犯カメラの映像から、本件訪問者らは、１階エントランスから本件マンション内に立ち入

り、エレベータで本件建物の所在する７階に移動し、本件建物に入室していることが確認でき

る。その数は、平成28年４月から平成30年７月までの間に、少なくとも2497人であり、同

期間中、本件訪問者らが本件建物を訪れていた日数の割合は、約90％であること、清掃員と

みられる者が、本件訪問者らが本件建物を退室した後に、大きな手提げカバンを携えて本件建

物に入室し、概ね２時間程度が経過した後に本件建物を退室していることも確認される。更に

本件建物ドアの内側には、チェックアウト時の注意事項等の記載が貼られていること等から、

Ｙが反復継続して不特定多数の者を本件建物に宿泊させて、対価を取得し、本件民泊営業を行っ

ていることが認められる。

　Ｙは、Ｘ提出の資料等に信用性が認められないと主張するが、X提出の資料等に不自然な点

は見当たらず、信用性が認められる。

　(2) Ｙの行為が区分所有者の共同の利益に反するかについて

　Ｙが本件建物で行っている本件民泊営業は、旅館業法に定める許可を得るべき内容であるに

もかかわらず、許可を得ておらず、刑罰をもって禁止されている違法な行為であり、保護され

る利益はない。また、本件民泊事業のため、本件マンションの他の住民が、エレベータや郵便

受けの利用に支障を生じていることが認められるほか、本件訪問者らはいずれもＹの立会いの

ないまま外側オートロックドア及び内側オートロックドアを開扉している事実が認められるこ

とから、本件マンションの防犯設備の一部が無力化されていると評価せざるを得ない。

　したがって、Ｙが本件建物で本件民泊営業を行うことは、他の区分所有者の共同の利益に反

する行為であると認められ、本件マンションの他の区分所有者の全員は、Ｙに対し、本件民泊

営業をしないように求めることができるというべきである。

　(3) Ｙの不法行為について

　Ｙは、Ｘからの再三にわたる本件民泊営業の中止の申入れにより、本件民泊営業が旅館業法

に違反する違法行為であり、区分所有法に定める「共同の利益」を害することを知りながら、

Ｘからの本件民泊営業の中止の申入れを無視し続けて本件民泊営業を継続したことから、Ｙ以

外の区分所有者らは、Ｙによる本件民泊営業を差し止めるため、弁護士に依頼して本件訴訟を

提起せざるを得なくなったものと認められる。

　したがって、Ｙの上記行為は、区分所有者らに対する不法行為を構成するものであり、同不法行

為は、本件訴訟の提起まで継続していたものと認められる。

　そして、本件事案の難易、訴え提起に至る経緯、Ｙらの応訴の状況等、諸般の事情を考慮すると、

弁護士費用のうち、30万円についてＹの不法行為と相当因果関係に立つ損害と認めるのが相当で

ある。

　マンションの管理組合管理者が、不特定多数の者に宿泊施設と
して居室を使用させている区分所有者に対し、区分所有法６条１
項の共同の利益に反する行為にあたるとして、民泊行為の停止及
び弁護士費用の支払を求めた事案において、他の区分所有者の共
同の利益に反する行為と認められるとして民泊営業の停止及び弁
護士費用の一部の支払いを命じた事例。

（東京高裁　令和元年８月21日判決）
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　Ｙは、Ｘ提出の資料等に信用性が認められないと主張するが、X提出の資料等に不自然な点

は見当たらず、信用性が認められる。

　(2)  Ｙの行為が区分所有者の共同の利益に反するかについて

　Ｙが本件建物で行っている本件民泊営業は、旅館業法に定める許可を得るべき内容であるに

もかかわらず、許可を得ておらず、刑罰をもって禁止されている違法な行為であり、保護され

る利益はない。また、本件民泊事業のため、本件マンションの他の住民が、エレベータや郵便

受けの利用に支障を生じていることが認められるほか、本件訪問者らはいずれもＹの立会いの

ないまま外側オートロックドア及び内側オートロックドアを開扉している事実が認められるこ

とから、本件マンションの防犯設備の一部が無力化されていると評価せざるを得ない。

　したがって、Ｙが本件建物で本件民泊営業を行うことは、他の区分所有者の共同の利益に反

する行為であると認められ、本件マンションの他の区分所有者の全員は、Ｙに対し、本件民泊

営業をしないように求めることができるというべきである。

　(3)  Ｙの不法行為について

　Ｙは、Ｘからの再三にわたる本件民泊営業の中止の申入れにより、本件民泊営業が旅館業法

に違反する違法行為であり、区分所有法に定める「共同の利益」を害することを知りながら、

Ｘからの本件民泊営業の中止の申入れを無視し続けて本件民泊営業を継続したことから、Ｙ以

外の区分所有者らは、Ｙによる本件民泊営業を差し止めるため、弁護士に依頼して本件訴訟を

提起せざるを得なくなったものと認められる。

　したがって、Ｙの上記行為は、区分所有者らに対する不法行為を構成するものであり、同不法行

為は、本件訴訟の提起まで継続していたものと認められる。

　そして、本件事案の難易、訴え提起に至る経緯、Ｙらの応訴の状況等、諸般の事情を考慮すると、

弁護士費用のうち、30万円についてＹの不法行為と相当因果関係に立つ損害と認めるのが相当で

ある。

【まとめ】

免許更新の手続きはお早めに！！

　免許更新の手続きは、有効期間満了日の９０日前から３０日前までの間に申請して下さい。

　免許更新手続きを忘れて免許が失効しますと、宅建業を営むことができなくなりますのでご

注意下さい。

（一財）不動産適正取引推進機構「RETIO」より抜粋

　本件同様、マンションにおける民泊営業に関して、管理組合が区分所有者に対し、民泊使用

の差し止めと弁護士費用の損害賠償を求め認められた事案としては、東京地判　平30.８ .９、

大阪地判　平29.１.13などが見られる。

　なお、本件裁判所も指摘をしているが、届出を行わず民泊営業をすること、民泊営業の届出

はしたが、制限日数を超えて宿泊業を行うことは、旅館業の無許可営業に当たり、旅館業法第

10条に、６か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金の刑罰が定められている。
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１１月６日
・第５回法定講習会
１１月７日
・第２回県下統一研修会（西濃地区）
１１月１０日
・第２回県下統一研修会（飛騨地域）
１１月１１日
・第２回県下統一研修会（東濃地域）
１１月１４日
・全宅連第２回常務理事会
　山本会長出席
１１月１７日

・第２回総務・財務合同委員会
１１月２０日
・第２回県下統一研修会（中濃地域）
１１月２１日
・第２回県下統一研修会（岐阜地域）
１１月２７日
・全宅管理第２回理事会
　東常務理事出席
１１月２８日
・全宅連・全宅保証第２回理事会
　東京：山本会長出席

岐阜中支部
１１月４日
　巡回相談(岐阜市役所)
１１月５日
　支部研修会
１１月１１日
　第２回役員会
１１月１８日
　ＩＴ研修会
１１月２５日
　巡回相談(岐阜市役所)
１１月２６日
　第１回役員・地区委員合同
会議

岐阜南支部
１１月５日　
　巡回相談(各務原市役所)
　第４回正副支部長会議
１１月６日
　入会審査会
１１月１１日
　巡回相談(岐阜市役所)
１１月１３日
　第３回人材育成委員会
１１月１８日
　第３回幹事会
１１月１９日
　巡回相談(羽島市役所)

岐阜北支部
１１月１０日
　第４回幹事会
１１月１３日
　第３回移動無料相談会
　(岐阜市西部コミュニティ
センター、山県市役所、瑞穂
市ココロかさなるＣＣＮセ
ンター、本巣市役所)
１１月１８日
　巡回相談(岐阜市役所)
１１月２０日
　入会審査会
１１月２６日
　ＩＴ研修会

西濃支部
１１月６日
　巡回相談(大野町役場)
１１月１４日
　巡回相談(関ケ原町役場)
１１月２０日
　巡回相談(海津市文化セン
ター)
１１月２８日
　巡回相談(垂井町役場)

中濃支部
１１月４日

　巡回相談(可児市役所)
１１月７日
　中濃地域各市町村との意見
交換会
１１月１１日
　巡回相談(関市総合福祉会
館)
１１月１８日
　巡回相談(美濃加茂市生涯
学習センター)
１１月２０日
　第２回流通委員会
１１月２５日
　第４回幹事会

東濃支部
１１月７日
　巡回相談(恵那市役所)
１１月１４日
　巡回相談(多治見・中津川市
役所)
１１月２８日
　第４回役員(幹事)会

飛騨支部
１１月１０日
　入会審査会
１１月２８日
　三役会

き動の
会協

支 部 だ よ り



変更事項（11月）

支　部 商　　　　　号 変更事項 頁
変　　更　　内　　容

旧 新

代 表 者

代 表 者

商 号

Ｆ Ａ Ｘ

代 表 者

政令使用人

代 表 者

所 在 地

岐阜中

岐阜中

岐阜中

中　濃

中　濃

中　濃

飛　騨

阿部真明

相宮貞雄

Apaman Asset Management㈱
　　　　　　　　　　　　 岐阜店

0575-82-5059

山下健一

鷲見嘉博

土屋邦彦

〒506-0058
高山市山田町295-1

山田　広昭

相宮博

Ａｐａｍａｎ Ｌｅａｓｉｎｇ㈱
　　　　　　　　　　　　 岐阜店

058-216-6467

鷲見嘉博

佐伯景

〒506-0058
高山市山田町296-1

ア ス キ ー ホ ー ム ㈱

㈱ 相 宮 工 務 店

Ａｐａｍａｎ Ｌｅａｓｉｎｇ㈱
岐阜店

㈱ 富 商

㈱ラムズコンサルタント

ミ ュ ー ズ 建 設 ㈱

㈱ フ ァ イ ブ セ ン ス

8

10

―

56

56

59

73

※　頁の欄は、「令和６・７年度会員名簿」の掲載ページです。「―」表示は、名簿作成後の入会者・支部移転者等です。
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免 許 番 号

免許年月日
商号又は名称 専任の宅建取引士 事 務 所 所 在 地電 話 番 号

ＦＡＸ番号
代　表　者

（政令使用人） 〒

入　会　者（会員名簿に貼付けしてご利用頂けます。）

【岐阜南支部】

髙　橋　直　樹⑴　5397
 7.10.10

㈱ Ｔ Ｍ エ ス テ ー ト
岐阜市柳津町蓮池5-45-
2

058-387-5878
058-387-5878

501-
6103

大　西　志　乃⑴　5399
 7.10.27

㈱ Ｓ ｉ ｎ ｏ ｎ
岐阜市加納新本町3-1-1
ＳＰＡＺＩＯ307号室

058-337-4921
058-337-4944

500-
8463

【飛騨支部】

岩　畑　俊　和⑴　5398
 7.10.24

イ ー エ ス テ ー ト 高山市下岡本町2618-60577-33-0134
0577-32-6124

506-
0052

【岐阜北支部】

⑴　5396
 7. 9.29

㈱ 中 部 創 建
本巣郡北方町高屋白木1
-24

058-338-0295 501-
0454

会•員
•の•異•動

後　藤　　　翔

30

44

頁

丸 栄 建 設 ㈲

㈱ ダ イ ワ 建 設

佐 藤 　 文 治

梅 村 　 幸 二

岐阜北

西　濃

岐阜市池ノ上町4-80

安八郡安八町大森424-1

解　　散

廃　　業

支　部 商　　　　　号 代　表　者 備考事務所所在地

退　会　者

本部事務局・支部事務所の年末年始業務のお知らせ

１２月２６日（金）　仕事納め（午前）

１２月２７日（土）～１月４日（日）休日

　１月　５日（月）　仕事始め（午前）
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安心・安全な不動産取引をサポートする
不動産の総合情報サイト

公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会
https://www.gi fu-takken.or. jp

令和7年11月30日現在
所属会員　1,133名

発　行　所

岐阜市六条南二丁目５番３号（岐阜県不動産会館）
公益社団法人
公益社団法人

岐 阜 県 宅 地 建 物 取 引 業 協 会
全国宅地建物取引業保証協会岐阜本部

電話　058（275）1551　ＦＡＸ　058（274）8833

（発行人）
　　
（編集責任者）
会長・本部長　　山　本　武　久

情報提供委員長　　瀬　上　直　樹

不動産に関するご相談は、不動産無料相談所へ

岐阜中支部

岐阜南支部

岐阜北支部

西 濃 支 部

中 濃 支 部

東 濃 支 部

飛 騨 支 部

岐阜市金園町５－２６－５ 058-248-6691

羽島郡岐南町下印食３－４７ 058-274-8899

岐阜市福光東１－２５－１
　白木ビル２Ｆ
大垣市住吉町５－１１
　オノデン住吉ビル２Ｆ
美濃加茂市太田本町１－１－２０
　美濃加茂商工会館１Ｆ

土岐市泉北山町3－3

058-295-1982

0584-73-2300

0574-23-1800

0572-55-7218

高山市昭和町２－31－19 0577-36-1396

支 部 名 電 話 番 号所 　 在 　 地

　本会では、本部、各支部事務所に不動産無料相談所を設置し、不動産取引に関するご相談、ご質問
にお応えしています。

　来館による相談は事前に電話でご予約ください。
岐阜市六条南２－５－３　岐阜県不動産会館
058－275－1551
毎週月曜日～金曜日（祝日、本会の指定する日を除く。）
　午前 10：00～12：00　午後１：00～４：00
事前に電話でご予約ください。
　毎月第３木曜日　午後１：30～４：00（予約制）

　事前に電話でご予約ください。
毎週月曜日～金曜日（祝日、本会の指定する日を除く。）
　午前 10：30～12：00　午後１：00～３：30

【本部無料相談所】
所　在　地
電 話 番 号
実 施 日 時

弁護士相談

【支部無料相談所】
実 施 日 時

　「ハトマーク」は、全宅連系ハトマークグループのシンボルマークです。

　「ハトマーク」の２羽のハトは、「会員とお客さま」、赤色は「太陽」、緑

色は「大地」、白色は「取引の公正」を表しています。


